提出書類チェックリスト

【事前登録申込】　第５条及び別表第２（第５条関係）に基づく書類
	提出書類と確認事項

	□ 事前登録申込書（第１号様式（第５条関係））

	申請者が個人の場合
□ 住民票の写し又はこれに代わるもの（免許証等）※コピー可
	□ 住民票の写し
：発行後３か月以内

	申請者が民間事業者の場合
□ 現在事項又は履歴事項証明書の写し若しくはこれに代わるもの※コピー可
	□ 現在事項又は履歴事項証明書
：発行後３か月以内


	次のいずれかの書類
	
□ 建物の登記日がわかる




	□ 設置場所の建物の登記事項証明書の写し又はこれに代わるもの
□ 未登記（新築）である場合はその旨がわかるもの（住宅の新築工事の契約書又は見積書等）。
	· 

	□ 誓約書兼チェックリスト
	

	□ 補助対象設備にかかる見積書
	□ 補助対象経費がわかる

	□ 補助対象設備の仕様書又はカタログ　
　□ 太陽光パネル
　□ パワーコンディショナー
　□ 蓄電池
　□ V2H
□ 高効率給湯機器
□ コージェネレーションシステム
	以下が確認できる
□ 型番　□ 公称最大出力
□ 型番　□ 定格出力
□ 型番　□ 容量
□ 型番　
□ 型番　□ 年間給湯保温効率
□ 型番　□ 発電出力

	□ その他執行団体が必要と認める資料
（例）上記提出書類では、太陽光発電設備や蓄電池のシステム全体の出力や容量が確認できない場合、それがわかる資料
	

	蓄電池の場合

	□ 家庭用蓄電池の場合、蓄電池のパッケージ型番が、国が実施する補助事業における補助対象システムとして、一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）に登録されていることがわかる書類

	高効率給湯機器

	□ 省ＣＯ２効果計算表
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【交付申請】　第６条及び別表第３（第６条関係）に基づく書類
	提出書類と確認事項

	□ 交付申請書（第４号様式（第６条関係））

	申請者が個人の場合
□ 住民票の写し又はこれに代わるもの（免許証等）※コピー可
	□ 住民票の写し
：発行後３か月以内

	申請者が民間事業者の場合
□ 現在事項又は履歴事項証明書の写し若しくはこれに代わるもの※コピー可
	□ 現在事項又は履歴事項証明書
：発行後３か月以内


	□ 次のいずれかの書類
	
□ 契約額や契約締結日がわかる

	□ 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し又はこれに代わるもの
□ 新築戸建て建売住宅の購入においては、売買契約書の写し又はこれに代わるもの
	· 

	□ 補助対象設備の設置場所又は補助対象建築物の付近見取図
	□ 設置場所又は建築場所が容易に特定できる

	次のいずれかの書類
	
□ 建物の登記日がわかる

	□ 設置場所の建物の登記事項証明書の写し又はこれに代わるもの
□ 未登記（新築）である場合はその旨がわかるもの（住宅の新築工事の契約書又は見積書等）。　
	· 

	□ 誓約書兼チェックリスト
	

	□ 補助対象経費の支払いを証する書類（領収書等）の写し
	□ 支払日や支払額、支払先がわかる

	□ 補助対象設備の設置費用とその内訳がわかるもの
	□ 補助対象経費がわかる

	□ 補助対象設備の仕様書又はカタログ　
　□ 太陽光パネル
□ パワーコンディショナー
　□ 蓄電池
□ V2H
□ 高効率給湯機器
□ コージェネレーションシステム
	以下が確認できる
□ 型番　□ 公称最大出力
□ 型番　□ 定格出力
□ 型番　□ 容量
□ 型番
□ 型番　□ 年間給湯保温効率　
□ 型番　□ 発電出力　

	□ 補助対象設備の保証書、納品書又は出荷証明書等
	□ 申請者名とあて名が一致している
□ 保証開始日や納品日、出荷日がわかる

	□ 設置写真
	□ 太陽光発電設備の場合、モジュールだけでなくパワーコンディショナーの写真も添付すること）
□ 設置状況と型番がわかる
□ 型番が読みとれない場合は型番がわかる写真を追加

	· その他執行団体が必要と認める資料
（例）上記提出書類では、太陽光発電設備や蓄電池のシステム全体の出力や容量が確認できない場合、それがわかる資料
	

	太陽光発電設備及び蓄電池の場合

	□ 電気事業者との電力受給契約（非FIT又は非FIP）の内容が確認できる書類
□ 発電電力消費計画書
□ 家庭用蓄電池の場合、蓄電池のパッケージ型番が、国が実施する補助事業における補助対象システムとして、一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）に登録されていることがわかる書類
□ PPA又はリースの場合、本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類及びサービス料金又はリース料金から補助金額相当分又はその一部が控除されることがわかる書類

	高効率給湯機器

	□ 省ＣＯ２効果計算表





【事業開始承認申請】　第９条及び別表第４（第９条関係）に基づく書類
	提出書類と確認事項

	□ 事業開始承認申請書（第７号様式（第９条関係））

	申請者が個人の場合
□ 住民票の写し又はこれに代わるもの（免許証等）※コピー可
	
□ 住民票の写し
：発行後３か月以内

	申請者が民間事業者の場合
□ 現在事項又は履歴事項証明書の写し若しくはこれに代わるもの※コピー可
	
□ 現在事項又は履歴事項証明書
：発行後３か月以内

	□ 建築物の新増築工事と補助対象設備の設置工事を一体で契約することがわかる書類（契約書又は見積書等）
□ 事業予定期間（補助対象設備の設置に係る契約又は工事開始のいずれか早い日から工事完了又は支払いのいずれか遅い日までの期間）がわかる資料
	


□ 契約日や工事開始日、工事完了日、支払い日（いずれも予定を含む）がわかる

	□ 誓約書兼チェックリスト
	

	□ 補助対象設備にかかる見積書
	□ 補助対象経費がわかる

	□ 補助対象設備の仕様書又はカタログ　
　□ 太陽光パネル
　□ パワーコンディショナー
　□ 蓄電池
　□ V2H
□ 高効率給湯機器
□ コージェネレーションシステム
	以下が確認できる
□ 型番　□ 公称最大出力
□ 型番　□ 定格出力　
□ 型番　□ 容量
□ 型番　□　
□ 型番　□ 年間給湯保温効率　
□ 型番　□ 発電出力　

	□ その他執行団体が必要と認める資料
（例）上記提出書類では、太陽光発電設備や蓄電池のシステム全体の出力や容量が確認できない場合、それがわかる資料
	

	蓄電池の場合

	· 家庭用蓄電池の場合、蓄電池のパッケージ型番が、国が実施する補助事業における補助対象システムとして、一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）に登録されていることがわかる書類

	高効率給湯機器

	· 省ＣＯ２効果計算表




